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潮来市告示第２４号 

 

潮来市高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱を次のように定める。 

 

令和３年２月２５日  

 

潮来市長  原 浩道   

 

   潮来市高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、家庭ごみを集積場所に持ち出すことができないひとり暮らしの高齢

者、高齢者世帯、障がい者世帯等（以下「高齢者等」という。）を対象に、家庭ごみを戸

別回収する事業（以下「高齢者等ごみ出し支援事業」という。）の実施に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（対象世帯） 

第２条 高齢者等ごみ出し支援事業を利用することができる世帯は、潮来市内に在住する

者で構成され、次の各号のいずれかに該当する世帯のうち、その世帯構成員では家庭ごみ

を一定の場所まで持ち出すことができず、他者からの協力を得ることができない世帯と

する。 

（１） ６５歳以上のひとり暮らしの世帯であって、介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第１９条に規定する要介護認定若しくは要支援認定を受けた者又はそれに準ずる者

が属する世帯  

（２） 前号において同居する家族がいる場合についても、同居者が高齢者、虚弱者、年少

者等で構成され家庭ごみを持ち出すことができない世帯 

（３） 日常生活に介助又は介護を必要とする障がい者のみで構成される世帯 

（４） その他、市長が特に必要と認めた世帯 

（回収する家庭ごみ） 

第３条 回収する家庭ごみの種類は、次に掲げるもので分別されているものとする。 

（１） 可燃ごみ  台所ごみ（生ごみ）又は紙くずなど 

（２） 不燃ごみ  陶器、空きかん、空きびん、少量の金属又は有害ごみなど 

（３） 資源ごみ  かん、びん、ペットボトル、プラスチック類、布類又は紙類 

（利用の申請） 

第４条 高齢者等ごみ出し支援事業を希望する者は、潮来市高齢者等ごみ出し支援事業利

用申込書（様式第１号）に必要事項を記載し、申請するものとする。 

 （利用の決定） 

第５条 市長は前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、利用の可否につい

て、潮来市高齢者等ごみ出し支援事業利用決定（却下）通知書（様式第２号）により、当

該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により支援事業の対象となった者（以下「利用決定者」という。）

に対し、現地訪問面談等により対象者の生活、身体の状況、介護サービスの利用状況等

を聞き取り、併せて回収日やごみ出し方法、声掛けの希望などの説明、確認を行うもの
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とする。 

３ 利用決定者は、回収場所に蓋付ポリ容器を設置し、家庭ごみを出すものとする。 

（回収方法） 

第６条 家庭ごみの回収は、次の各号のとおり委託事業者が行うものとする。 

（１） 次に掲げる地区ごとに週１回家庭ごみの回収を行う。 

  ア Ａ地区 潮来・津知・牛堀 

  イ Ｂ地区 延方・大生原・日の出 

（２） 原則１２月３０日から翌年１月３日は家庭ごみの回収を行わないものとする。ただ

し、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

（３） 委託事業者は、利用決定者の居宅を訪問し、指定回収場所に設置された蓋付ポリ容

器から家庭ごみを回収する。 

（４） 委託事業者は、声掛けを希望する利用者に対し、家庭ごみ回収を行うとき声掛けを

するものとし、声掛けに応答がない場合、速やかに市長に報告し対応するものとする。 

（５） 回収した家庭ごみは、適宜、潮来クリーンセンターへ搬入する。 

（６） 委託事業者は、家庭ごみの回収事業が完了となるときは、潮来市高齢者等ごみ出し

支援事業活動報告書（様式第３号）を市長へ提出するものとする。 

（利用料金） 

第７条 利用料金は、無料とする。 

（利用の中止、停止又は再開） 

第８条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者等ごみ出し支

援事業の利用を中止又は停止することができる。 

（１） 第２条に規定する対象世帯でなくなったとき。 

（２） 高齢者等ごみ出し支援事業の利用を辞退したとき。 

（３） 長期間にわたり施設、病院等に入所又は入院することとなったとき。 

（４） 偽りその他不正の手段により高齢者等ごみ出し支援事業を利用したとき。 

（５） 家庭ごみの分別がされておらず、注意又は指導しても改善されないとき。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が高齢者等ごみ出し支援事業の利用を適当でない

と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により、高齢者等ごみ出し支援事業の利用を中止又は停止するとき

は、潮来市高齢者等ごみ出し支援事業利用（中止・停止）決定通知書（様式第４号）によ

り、利用決定者に通知するものとする。 

３ 高齢者等ごみ出し支援事業の利用の中止若しくは停止又は利用を再開するときは、潮

来市高齢者等ごみ出し支援事業利用連絡票（様式第５号）により環境課へ報告するものと

する。 

 （守秘義務） 

第９条 職員及び委託事業者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

 （その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。


